
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件

一
五
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

一
五
二

○
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件

一
五
二

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
六
件

一
五
二

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
五
件

一
五
三

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
五
四

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件
九
件

一
五
五

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
件

一
五
七

○
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
と
し
て
追
加
指
定
す
る
件

一
五
七

○
福
島
県
指
定
天
然
記
念
物
と
し
て
追
加
指
定
す
る
件

一
五
七

告

示

福
島
県
告
示
第
百
八
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部

産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労

政
課
及
び
田
村
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
田
村
大
越
店

福
島
県
田
村
市
大
越
町
下
大
越
字
中
田
一
四
六
番
二
ほ
か

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

Ｊ
Ａ
三
井
リ
ー
ス
建
物
株
式
会
社

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

工
藤

真
樹

住
所

東
京
都
中
央
区
銀
座
八
丁
目
一
三
番
一
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

名
称

株
式
会
社

ツ
ル
ハ

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

鶴
羽

順

住
所

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
四
条
東
二
〇
丁
目
一
番
二
一
号

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
二
年
十
一
月
十
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
千
二
百
二
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

五
十
四
台

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

十
五
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

面
積

四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

容
量

七
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

㈠

開
店
時
刻

午
前
九
時

㈡

閉
店
時
刻

午
前
〇
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
〇
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

㈠

数

三
か
所

㈡

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

七

届
出
年
月
日

令
和
二
年
三
月
九
日
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（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
二
年

三
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
喜
多
方
市
産
業
部
商
工

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｐ
ベ
ス
タ
ひ
が
し

福
島
県
喜
多
方
市
字
惣
座
の
宮
二
七
〇
〇
番
地
一
二

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
喜
多
方
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
二
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
若
松

市
の
地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

会
津
若
松
市

二

成
果
の
名
称

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
赤
井
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
下

変
更
前

二
九
・
八
〜

四
〇
・
五

一
一
八
号

山
本
字
桃
木
田
四
番
一
地

五
三
・
五

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
下

変
更
後

二
九
・
八
〜

四
〇
・
五

山
本
字
桃
木
田
三
番
一
地

五
三
・
五

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
下

変
更
前

一
九
・
三
〜

四
〇
・
〇

二
八
九
号

山
本
字
桃
木
田
七
番
地
先

四
五
・
〇

か
ら

同

郡
同

町
大
字
下

変
更
後

一
九
・
三
〜

四
〇
・
〇

山
本
字
桃
木
田
三
番
一
地

四
五
・
〇

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
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福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
小
塙

双
葉
郡
富
岡
町
大
字
上
郡

変
更
前

六
・
〇
〜

一
三
四
・
一

上
郡
山
線

山
字
太
田
五
九
番
一
地
先

一
四
・
九

か
ら

同

郡
同

町
大
字
上
郡

変
更
後

一
〇
・
三
〜

一
三
四
・
一

山
字
太
田
四
四
番
地
先
ま

一
四
・
九

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
丸
森

伊
達
市
梁
川
町
山
舟
生
字

変
更
前

七
・
〇
〜

八
二
七
・
四

梁
川
線

高
倉
一
四
番
一
地
先
か
ら

二
一
・
七

同

市
梁
川
町
山
舟
生
字

小
手
内
一
五
番
四
地
先
ま

変
更
後

七
・
五
〜

八
二
七
・
四

で

三
二
・
八

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
福
島

福
島
市
松
川
町
浅
川
字
椚

変
更
前

一
一
・
二
〜

二
〇
・
一

安
達
線

林
六
番
一
地
先
か
ら

一
六
・
六

同

市
松
川
町
浅
川
字
椚

林
三
番
三
地
先
ま
で

変
更
後

一
一
・
〇
〜

二
〇
・
一

一
一
・
二

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
近
津

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
下

変
更
前

七
・
八
〜

八
三
・
五

停
車
場
線

山
本
字
桃
木
田
一
七
番
地

九
・
三

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
下

変
更
後

七
・
八
〜

八
三
・
五

山
本
字
桃
木
田
三
番
一
地

一
二
・
八

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
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福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
一
一
八
号

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
下
山
本
字
桃
木

令
和
二
年
三
月
二
三
日

田
四
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
下
山
本
字
桃
木

田
三
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
二
八
九
号

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
下
山
本
字
桃
木

令
和
二
年
三
月
二
三
日

田
七
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
下
山
本
字
桃
木

田
三
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
二
九
四
号

白
河
市
白
坂
鷹
巣
八
九
番
地
先
か
ら

令
和
二
年
三
月
二
三
日

同

市
白
坂
鷹
巣
七
〇
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
郡
山
大
越
線

田
村
市
船
引
町
芦
沢
字
朴
橋
九
五
番
二

令
和
二
年
三
月
二
三
日

地
先
か
ら

同

市
船
引
町
芦
沢
字
砂
田
七
三
番
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
近
津
停
車
場
線

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
下
山
本
字
桃
木

令
和
二
年
三
月
二
三
日

田
一
七
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
下
山
本
字
桃
木

田
三
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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一

施
行
者
の
名
称

株
式
会
社
ア
ド
マ
ッ
ク

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

い
わ
き
都
市
計
画
一
団
地
の
住
宅
施
設
事
業

常
磐
上
矢
田
町
一
団
地
の
住
宅
施
設

三

事
業
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
十
二
日

四

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
九
年
九
月
十
二
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

変
更
な
し

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
五
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
二
年
一
月
二
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

有
限
会
社
田
村

伊
達
郡
桑
折
町
字
上

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

有
限
会
社
田
村
屋

屋

町
四
九
番
地

令
和
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

伊
達
郡
桑
折
町
字
上
町

四
九
番
地

合
資
会
社
出
岡

福
島
市
五
月
町
二
番

同

合
資
会
社
出
岡
商
店

商
店

四
号

福
島
市
五
月
町
二
番
四

号

橋
本

優

二
本
松
市
若
宮
一
丁

同

ウ
ロ
コ
ヨ
本
店

目
三
二
七
番
地

二
本
松
市
若
宮
一
丁
目

三
二
七
番
地

有
限
会
社
鈴
木

東
白
川
郡
棚
倉
町
大

同

有
限
会
社
鈴
木
銃
砲
火

銃
砲
火
薬
店

字
関
口
字
豊
郷
一
二

薬
店

五
番
地

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字

関
口
字
豊
郷
一
二
五
番

地

有
限
会
社
手
島

西
白
河
郡
矢
吹
町
中

同

亀
屋
呉
服
店

町
二
七
八
番
地

西
白
河
郡
矢
吹
町
中
町

二
七
八
番
地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
六
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
二
年
一
月
三
十
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

合
資
会
社
平
銃

い
わ
き
市
平
字
一
町

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

合
資
会
社
平
銃
砲
火
薬

砲
火
薬
店

目
八
番
地

令
和
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

店い
わ
き
市
平
字
一
町
目

八
番
地

吉
井

洋
意

い
わ
き
市
平
中
山
字

同

吉
井
行
政
書
士
事
務
所

宮
下
一
番
地
の
七
一

い
わ
き
市
平
字
五
町
目

一
〇
番
地

有
限
会
社
大
泉

い
わ
き
市
遠
野
町
上

同

有
限
会
社
大
泉
商
店

商
店

遠
野
字
本
町
五
三
番

い
わ
き
市
遠
野
町
上
遠

地

野
字
本
町
五
三
番
地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
七
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
二
年
二
月
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

古
山

光
二

二
本
松
市
本
町
一
丁

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

古
山
銃
砲
火
薬
店

目
二
〇
九
番
地

令
和
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

二
本
松
市
本
町
一
丁
目

二
〇
九
番
地

株
式
会
社
大
民

二
本
松
市
針
道
字
町

同

株
式
会
社
大
民
（
Ｅ
Ｎ

一
一
六
番
地

Ｅ
Ｏ
Ｓ
東
和
給
油
所
）

二
本
松
市
針
道
字
町
一

一
六
番
地

福
島
県
猟
友
会

伊
達
市
梁
川
町
字
大

同

福
島
県
猟
友
会
梁
川
支

梁
川
支
部

支

町
一
丁
目
一
番
地

部
事
務
局

部
長

城
間

伊
達
市
梁
川
町
字
大
町

盛
夫

一
丁
目
一
番
地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
八
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
二
年
二
月
十
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
タ
イ

い
わ
き
市
平
塩
字
古

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

株
式
会
社
タ
イ
ヘ
イ
ド

ヘ
イ
ド
ラ
イ
バ
ー

川
一
番
地
の
一

令
和
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

ラ
イ
バ
ー
ズ
ス
ク
ー
ル

ズ
ス
ク
ー
ル

い
わ
き
市
平
塩
字
古
川

一
番
地
の
一

関
根

順

い
わ
き
市
勿
来
町
窪

有
限
会
社
勿
来
銃
砲
火

田
町
通
四
丁
目
九
一

薬
店

番
地

い
わ
き
市
勿
来
町
窪
田

町
通
四
丁
目
一
一
一
番

地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
九
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
二
年
二
月
十
二
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

福
内

浩
明

郡
山
市
清
水
台
一
丁

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

福
内
合
名
会
社

目
四
番
一
二
号

令
和
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

郡
山
市
清
水
台
一
丁
目

四
番
一
二
号

株
式
会
社
南
部

須
賀
川
市
北
山
寺
町

同

株
式
会
社
南
部
自
動
車

自
動
車
学
校

七
七
番
地

学
校

須
賀
川
市
北
山
寺
町
七

七
番
地

株
式
会
社
須
賀

岩
瀬
郡
鏡
石
町
蒲
之

同

株
式
会
社
須
賀
川
ド
ラ

川
ド
ラ
イ
ビ
ン

沢
町
三
八
二
番
地

イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー
ル

グ
ス
ク
ー
ル

岩
瀬
郡
鏡
石
町
蒲
之
沢

町
三
八
二
番
地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
二
年
二
月
十
四
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

一
般
社
団
法
人

福
島
市
渡
利
字
七
社

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

一
般
社
団
法
人
福
島
県

福
島
県
猟
友
会

宮
一
〇
二
番
地
の
一

令
和
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

猟
友
会

福
島
市
渡
利
字
七
社
宮

一
〇
二
番
地
の
一

福
島
県
猟
友
会

伊
達
郡
国
見
町
大
字

同

福
島
県
猟
友
会
桑
折
支

桑
折
支
部

支

山
崎
字
北
口
六
番
地

部

部
長

佐
藤

の
四

伊
達
郡
国
見
町
大
字
内

忠

谷
字
東
脇
一
五
番
地

高
橋

正

本
宮
市
本
宮
字
大
森

同

福
島
日
興
自
動
車
株
式

一
二
九
番
地
一

会
社

本
宮
市
仁
井
田
字
桝
形

三
九
番
地
一

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
一
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
二
年
二
月
十
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

有
限
会
社
大
竹

郡
山
市
本
町
二
丁
目

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

有
限
会
社
大
竹
銃
砲
店

銃
砲
店

二
二
番
一
二
号

令
和
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

郡
山
市
本
町
二
丁
目
二

二
番
一
二
号

有
限
会
社
鈴
木

郡
山
市
細
沼
町
九
番

同

リ
カ
ー
ハ
ウ
ス
す
ず
き

酒
店

一
号

郡
山
市
細
沼
町
九
番
一

号

福
島
県
猟
友
会

田
村
市
船
引
町
字
源

同

本
田
銃
砲
店

田
村
支
部

支

次
郎
一
一
九
番
地
一

田
村
郡
三
春
町
大
字
平

部
長

助
川

沢
字
河
原
二
八
番
地
の

秀
俊

二

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
二
年
二
月
二
十
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

南
相
馬
地
区
交

南
相
馬
市
原
町
区
高

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

南
相
馬
地
区
交
通
安
全

通
安
全
協
会

見
町
一
丁
目
二
六
二

令
和
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

協
会

会
長

渡
邉

番
地

南
相
馬
市
原
町
区
高
見

貞
雄

町
一
丁
目
二
六
二
番
地

（
南
相
馬
警
察
署
内
）

株
式
会
社
菅
野

相
馬
市
中
村
字
宇
多

同

株
式
会
社
菅
野
寛
商
店

寛
商
店

川
町
三
六
番
地

（
高
池
給
油
所
）

相
馬
市
小
泉
字
高
池
四

八
六
番
地

福
島
県
猟
友
会

相
馬
市
中
村
字
北
町

同

福
島
県
猟
友
会
相
馬
支

相
馬
支
部

支

六
三
番
地
の
三

部

部
長

田
中

相
馬
市
中
村
字
北
町
六

祥
一

三
番
地
の
三

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
二
年
三
月
六
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

有
限
会
社
会
津

会
津
若
松
市
大
町
二

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

有
限
会
社
会
津
銃
砲
火

銃
砲
火
薬
店

丁
目
七
番
五
号

令
和
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

薬
店

会
津
若
松
市
大
町
二
丁

目
七
番
五
号

有
限
会
社
松
本

喜
多
方
市
字
三
丁
目

同

松
本
屋
文
房
具
店

屋

四
七
九
一
番
地

喜
多
方
市
字
三
丁
目
四

七
九
一
番
地

髙
橋

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字

同

カ
ー
ラ
イ
フ
タ
カ
ハ
シ

赤
枝
字
宮
在
家
一
九

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
赤

〇
番
地

枝
字
宮
在
家
一
九
〇
番

地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

福
島
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
教
育
委
員
会

彫
刻
の
部

名

称

員
数

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所

在

の

場

所

木
造
薬
師
如
来
坐
像

一
躯

宗
教
法
人

喜
多
方
市
慶
徳
町
新
宮

喜
多
方
市
慶
徳
町
新
宮

附

木
造
十
二
神

一
二

熊
野
神
社

字
熊
野
二
二
五
八
番
地

字
熊
野
二
二
五
八
番
地

将
立
像

躯

新
宮
熊
野
神
社

（
文
化
財
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

福
島
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
に
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
重
要
文
化
財
を

追
加
し
、
同
表
下
欄
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
教
育
委
員
会

上

欄

中

欄

下

欄

名

称

指
定
告
示

名

称

員

数

白
河
ハ
リ
ス

昭
和
五
十
八
年

白
河
ハ
リ
ス
ト
ス
正

白
河
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教

五
〇
点

ト
ス
正
教
会

福
島
県
教
育
委

教
会
の
イ
コ
ン

二

会
の
イ
コ
ン

の
イ
コ
ン

員
会
告
示
第
一

点

附

行
進
用
十
字
架

一
点

号

附

行
進
用
十
字
架

一
点

（
文
化
財
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

福
島
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
福
島
県
指
定
天
然
記
念
物
に
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
代
表
的
産

出
地
を
追
加
し
、
そ
の
内
容
を
同
表
下
欄
の
よ
う
に
改
め
る
。
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令
和
二
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
教
育
委
員
会

上

欄

中

欄

下

欄

所
有
者
及
び
所
有

所
在
の
場
所
及
び
指

名

称

指
定
告
示

名

称

者
の
住
所

定
面
積

石
川
の

平
成
七
年

和
久
観
音
山
鉱

石
川
の

石
川
の
ペ
グ
マ
タ

石
川
の
ペ
グ
マ
タ
イ

ペ
グ
マ

福
島
県
教

床

ペ
グ
マ

イ
ト
鉱
物

ト
鉱
物

タ
イ
ト

育
委
員
会

第
一
鉱
体

タ
イ
ト

石
川
町
ほ
か

石
川
郡
石
川
町
字

鉱
物

告
示
第
三

石
川
郡
石
川

鉱
物
と

石
川
郡
石
川
町

高
田
二
〇
〇
番
地

号

町
字
入
山
六

和
久
観

字
長
久
保
一
八

の
二

石
川
町
立

九
番
地
一

音
山
鉱

五
番
地
の
四
ほ

歴
史
民
俗
資
料
館

九
、
四
九
〇

床

か

和
久
観
音
山
鉱
床

平
方
メ
ー
ト

和
久
観
音
山
鉱
床

第
一
鉱
体

ル

石
川
町

石
川
郡
石
川
町
字

第
四
鉱
体

石
川
郡
石
川
町

入
山
六
九
番
地
一

石
川
郡
石
川

字
長
久
保
一
八

九
、
四
九
〇
平

町
字
和
久
二

五
番
地
の
四

方
メ
ー
ト
ル

九
四
番
地

第
四
鉱
体

一
、
二
二
〇

石
川
郡
石
川
町
字

平
方
メ
ー
ト

和
久
二
九
四
番
地

ル

一
、
二
二
〇
平

方
メ
ー
ト
ル

（
文
化
財
課
）


